
那須塩原市こどもの居場所づくり支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この告示は、那須塩原市補助金交付規則（平成１７年那須塩原市規則第５

１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こどもの居場所づくり支援

補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（交付の目的） 

第２条　この補助金は、こどもの居場所づくりを運営する者に対し事業に要する費

用の一部を補助することにより、地域社会全体でこどもを支える活動を推進し、

もって本市の未来を担うこどもたちが健やかに育つ環境づくりに寄与することを

目的とする。 

（定義） 

第３条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴　こども　出生した日から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。 

⑵　居場所づくり　こどもが無償又は安価で１人でも安心して参加できる場を提

供する活動及び居場所の利用に結び付ける活動をいう。 

（補助対象者） 

第４条　補助金の交付の対象とするもの（以下「補助対象者」という。）は、市内

において次条に掲げる補助対象事業を現に運営し、又は補助年度内に運営を開始

する団体で、次のいずれにも該当するものとする。 

⑴　代表者を定め、原則４人以上で構成していること。 

⑵　会則、規約等を定め、年度ごとに事業計画書及び報告書、収支予算書及び決

算書等を備えていること。 

⑶　補助対象事業を継続的かつ安定的に運営できること。 

２　前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、交付の対象としない。 

⑴　営利活動、政治活動又は宗教活動を行っている場合 

⑵　那須塩原市暴力団排除条例（平成２４年那須塩原市条例第３号）第２条第１



号に規定する暴力団又は同条第４号に規定する暴力団員及び同条第５号に規定

する密接関係者を運営に関与させている場合 

⑶　補助金の目的に照らして適当でないと市長が認める場合 

（補助対象事業） 

第５条　補助金の交付の対象とする事業（以下「補助対象事業」という。）は、次

に掲げるものとする。 

⑴　子育てを支援する居場所づくり 

⑵　こどもの学習支援等様々な学びによる健全育成を支援する居場所づくり 

⑶　障害を持つこどもを支援する居場所づくり 

⑷　ひとり親家庭のこども及び養育環境により援助を要するこどもを支援する居

場所づくり 

⑸　こどもへの食事の提供（以下「こども食堂」という。）による居場所づくり 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第６条　補助金の交付の対象とする経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

２　補助金の額は、別表に規定する限度額を上限とし、予算の範囲内において補助

対象事業の実績に応じて算出した額とする。 

（交付要件） 

第７条　補助金の交付要件は、次のとおりとする。 

⑴　事業の実施に当たり、多くのこどもが参加できるよう事前に広く周知を行

い、参加者が特定の者に偏らないよう努めること。 

⑵　事業に参加するこどもはおおむね１０人以上とし、参加人数に応じた場所を

確保すること。 

⑶　原則として月１回以上事業を実施すること。 

⑷　補助対象事業の対象経費について、他の補助金等の交付を受けていないこ

と。 

⑸　事故等の不測の事態に対応できる保険に加入する等、必要な補償に対応でき

ること。 

⑹　飲食物を提供する際は保健所の指導に基づき衛生管理を行い、アレルギー対

策等十分配慮すること。 

⑺　こどもの安全のため、感染症、防犯、防災等の対策を講じること。 



⑻　こどもの生活状況の把握に努め、必要に応じて関係機関と連携を図ること。

この場合において、特に虐待が疑われるときは、速やかに関係機関に連絡する

こと。 

⑼　第５条第１号から第５号までの事業は、同一事業で重複することはできない

こと。ただし、同条第５号の事業に合わせて同条第２号の事業を実施すること

は可能とする。 

（交付申請） 

第８条　補助金の交付を受けようとするものは、規則第４条の規定にかかわらず、

こどもの居場所づくり支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴　事業計画書（様式第２号） 

⑵　事業収支計画書（様式第３号） 

⑶　会員名簿 

⑷　会則、規約等 

⑸　その他市長が必要と認めるもの 

（実績報告） 

第９条　補助事業者は、規則第１２条第１項の規定にかかわらず、補助対象事業が

完了したときは、その完了の日から起算して３０日を経過する日又は補助金の交

付決定年度の３月３１日のいずれか早い日までに、こどもの居場所づくり支援補

助金実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

⑴　事業収支決算書（様式第５号） 

⑵　事業に要した費用の出納簿及び領収書の写し 

⑶　事業の周知に使用したちらし等 

⑷　事業の実施状況が分かる写真 

⑸　その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の返還） 

第１０条　市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

⑴　補助金を他の用途に使用したとき。 



⑵　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（書類の保管期間） 

第１１条　規則第２０条第２項の規定により市長が別に定める証拠書類を整理保管

しておかなければならない期間は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度終

了後から５年とする。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第１２条　規則第２１条第３号に規定する市長が指定するものは、補助事業により

取得し、又は効用の増加した一品又は一組の取得価格が１０万円以上の備品と

し、適正な維持管理の観点から備品台帳、財産目録等を整備すること。 

２　規則第２１条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数とする。 

３　補助対象事業により取得した財産の処分に関し承認を受けようとする者は、規

則第２１条の規定により、こどもの居場所づくり支援補助金に係る財産処分承認

申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

４　市長は、前項に規定する申請があったときは、処分の承認又は不承認を決定

し、こどもの居場所づくり支援補助金に係る財産処分（承認・不承認）通知書

（様式第７号）により通知するものとする。 

（その他） 

第１３条　この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

　　　附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（補助金の見直し） 

２　市長は、この補助金について、この告示の施行の日から３年を経過するごと

に、その運用状況、効果、必要性等を検証し、見直しを行うものとする。 

別表（第６条関係） 

補助対

象事業 

補助対象経費 補助金の額及び限度額 



第５条

第１号

から第

４号ま

での事

業 

報償費、需用費、

燃料光熱費、役務

費、使用料及び賃

借料並びに備品購

入費。ただし、事

業の参加者に対す

る金品の支給は対

象外とする。 

限度額１００，０００円（１回当たり５，０

００円） 

 

第５条

第５号

の事業 

１　運営費 

報償費、需用費、

燃料光熱費、役務

費、使用料及び賃

借料並びに備品購

入費。ただし、事

業の参加者に対す

る金品の支給は対

象外とする。 

 

開催１回につき次のとおりとし、年度内の開

催回数は、３６回を限度とする。 

⑴　自家調理による開催　こどもの参加人数

２５人以下の場合７，５００円を限度とす

る。ただし、２６人以上が参加した場合

は、２６人目以降のこども一人当たり５０

円を加算する。 

⑵　弁当の外注等自家調理を行わない、又は

事前予約による開催　基本額３，０００円

＋こどもの参加人数×３００円（限度額７

，５００円）。ただし、２６人以上が参加

した場合は、２６人目以降のこども一人当

たり５０円を加算する。 

 ２　新規開設費　

新規開設に伴う、

報償費、需用費、

燃料光熱費、役務

費、使用料及び賃

借料並びに備品購

入費 

 

限度額１００，０００円 

 

 ３　拡充費　 

こども食堂の開設

に合わせて第５条

第２号の事業を実

施する経費 

限度額５０，０００円（１回当たり２，５０

０円） 
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